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長野市障害者差別解消連携協議会要綱 

 

（設置) 

第１ 障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を

理由とする差別を解消する取組を効果的かつ円滑に行うため、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「法」という。）の規定

に基づき長野市障害者差別解消連携協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２ 協議会は、法第18条第１項の規定により次に掲げる事項について情報を交換 

し、及び協議するものとする。 

(1) 障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害

を理由とする差別を解消するための取組に関すること。 

(2) 障害を理由とする差別の解消に係る連携並びに周知及び啓発に関すること。 

(3) その他障害を理由とする差別の解消のため必要と認める事項 

 （組織） 

第３ 協議会は、次に掲げる者で組織する。 

(1) 別表に掲げる団体、機関等から選出された者 

(2) 市職員のうち、市長が指名する者 

（会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定めるものとする。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第５ 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、説明又

は意見を求めることができる。 

 （事例検討会） 

第６ 協議会は、第２の規定による情報交換及び協議を行うため障害を理由とする差

別に関する相談に係る事例等の検討が必要であると認めるときは、協議会に事例検

討会を置くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、事例検討会に関し必要な事項は、協議会が別に定め 

る。 

 （守秘義務） 

第７ 委員は、障害がある者の人格を尊重するとともに、正当な理由がなく協議会の

会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第８ 協議会の庶務は、保健福祉部障害福祉課が行う。 

 （補則） 

第９ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別
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に定める。 

 

附 則  

この要綱は、平成28年10月28日から施行する。 

 

別表（第３関係） 

保健・医療関係団体 長野市医師会 

障害者福祉関係団体等 長野県社会福祉士会 長野県精神保健福祉士協会 長野

県社会福祉協議会 長野市社会福祉協議会 長野市民生

児童委員協議会 長野市障害者相談支援センター 長野

市障害ふくしネット  

当事者団体 長野市身体障害者福祉協会 長野市肢体不自由児者父母

の会 長野市視覚障害者福祉協会 長野市聴覚障害者協

会 長野市手をつなぐ育成会 長野社会復帰促進会 

事業者団体 

 

長野県経営者協会 長野県中小企業団体中央会 長野県

社会福祉法人経営者協議会 長野商工会議所 長野市商

工会 信州新町商工会 

警察・司法関係 長野中央警察署 長野南警察署 長野県弁護士会 長野

県司法書士会 

行政機関等 長野労働基準監督署 長野保健福祉事務所 長野地方法

務局 長野人権擁護委員協議会 

 

 


